
瀬戸市母子保健法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。  

令和２年３月３０日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市規則第８号  

瀬戸市母子保健法施行細則の一部を改正する規則  

瀬戸市母子保健法施行細則（平成２５年瀬戸市規則第１号）の一部を次

のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

別表（第６条関係） 別表（第６条関係） 

被措置児の属する世帯の階層

区分 

徴収基準

月額 

徴収基準

加算月額 

＜省略＞ 

Ｃ Ａ階層を除き当該年度分（ 

４月から６月までにあって

は、前年度分）の市町村民

税均等割の額のみの課税世

帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５，４０

０ 

 

５４０ 

 

 

Ｄ１ Ａ階層、Ｂ１５，０００円７，９０ ７９０ 

被措置児の属する世帯の階層

区分 

徴収基準

月額 

徴収基準

加算月額 

＜省略＞ 

Ｃ１ Ａ階層及び

Ｄ階層を除

き当該年度

分（４月か

ら６月まで

にあっては 

、前年度分 

）の市町村

民税の課税

世帯であっ

て、その市

町村民税の

額の区分が

次の区分に

該当する世

帯 

均等割の額のみ

（所得割の額の

ない世帯） 

５，４０

０ 

５４０ 

Ｃ２ 所得割の額のあ

る世帯 

７，９０

０ 

 

７９０ 

Ｄ１ Ａ階層及び１５，０００円１０，８１，０８



階層及びＣ

階層を除き

当該年度分

（４月から

６月までに

あっては、

前年度分）

の市町村民

税の課税世

帯であって 

、その市町

村民税所得

割の額の区

分が次の区

分に該当す

る世帯 

 

以下 ０ 

Ｄ２ １５，００１円

から２１，００

０円まで 

１０，８

００ 

１，０８

０ 

Ｄ３ ２１，００１円

から５１，００

０円まで 

１６，２

００ 

１，６２

０ 

Ｄ４ ５１，００１円

から８７，００

０円まで 

２２，４

００ 

２，２４

０ 

Ｄ５ ８７，００１円

から１７１，３

００円まで 

３４，８

００ 

３，４８

０ 

Ｄ６ １７１，３０１

円から２５２，

１００円まで 

４９，４

００ 

４，９４

０ 

Ｄ７ ２５２，１０１

円から３４２，

１００円まで 

６５，０

００ 

６，５０

０ 

Ｄ８ ３４２，１０１

円から４５０，

１００円まで 

 

８２，４

００ 

８，２４

０ 

Ｄ９ ４５０，１０１

円から５７９，

０００円まで 

 

１０２，

０００ 

１０，２

００ 

Ｄ１０ ５７９，００１

円から７００，

９００円まで 

 

１２３，

４００ 

１２，３

４０ 

Ｄ１１ ７００，９０１

円から８４９，

０００円まで 

１４７，

０００ 

１４，７

００ 

Ｂ階層を除

き前年分（ 

１月から６

月までにあ

っては、前 

々年分）の

所得税課税

世帯であっ

て、その所

得税の額の

区分が次の

区分に該当

する世帯 

 

以下 ００ ０ 

Ｄ２ １５，００１円

から４０，００

０円まで 

１６，２

００ 

１，６２

０ 

Ｄ３ ４０，００１円

から７０，００

０円まで 

２２，４

００ 

２，２４

０ 

Ｄ４ ７０，００１円

から１８３，０

００円まで 

３４，８

００ 

３，４８

０ 

Ｄ５ １８３，００１

円から４０３，

０００円まで 

４９，４

００ 

４，９４

０ 

Ｄ６ ４０３，００１

円から７０３，

０００円まで 

６５，０

００ 

６，５０

０ 

Ｄ７ ７０３，００１

円から１，０７

８，０００円ま

で 

８２，４

００ 

８，２４

０ 

Ｄ８ １，０７８，０

０１円から１，

６３２，０００

円まで 

１０２，

０００ 

１０，２

００ 

Ｄ９ １，６３２，０

０１円から２，

３０３，０００

円まで 

１２３，

４００ 

１２，３

４０ 

Ｄ１０ ２，３０３，０

０１円から３，

１１７，０００

円まで 

１４７，

０００ 

１４，７

００ 

Ｄ１１ ３，１１７，０

０１円から４，

１７３，０００

１７２，

５００ 

１７，２

５０ 



 

Ｄ１2 ８４９，００１

円から１，０４

１，０００円ま

で 

１７２，

５００ 

１７，２

５０ 

Ｄ１３ １，０４１，０

０１円から１，

２２２，５００

円まで 

１９９，

９００ 

１９，９

９０ 

Ｄ１４ １，２２２，５

０１円から１，

４２３，５００

円まで 

２２９，

４００ 

２２，９

４０ 

Ｄ１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１，４２３，５

０１円以上 

全額 左の徴収

基準月額

の１０％ 

ただし、

その額が

２６，３

００円に

満たない

場合は、

２６，３

００円 

備

考 
１ この表のＣ階層における「均等割の額」

とは、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２９２条第１項第１号に規定する均

等割の額をいい、Ｄ１～Ｄ１５階層における

「所得割の額」とは、同項第２号に規定す

る所得割の額（ただし、同法第３１４条の

７、第３１４条の８、同法附則第５条第３

項、第５条の４第６項及び第５条の４の２

第６項の規定は適用しない。）をいう。 

円まで 

Ｄ１2 ４，１７３，０

０１円から５，

３３４，０００

円まで 

１９９，

９００ 

１９，９

９０ 

Ｄ１３ ５，３３４，０

０１円から６，

６７４，０００

円まで 

２２９，

４００ 

２２，９

４０ 

Ｄ１４ ６，６７４，０

０１円以上 

全額 左の徴収

基準月額

の１０％ 

ただしそ

の額が２

６，３０

０円に満

たない場

合は２６ 

，３００

円 

 

 

 

 

備

考 
１ この表のＣ１階層における「均等割の額 

」とは、地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）第２９２条第１項第１号に規定する

均等割の額をいい、Ｃ２階層における「所

得割の額」とは、同項第２号に規定する所

得割の額（ただし、同法第３１４条の７、

第３１４条の８、同法附則第５条第３項、

第５条の４第６項及び第５条の４の２第６

項の規定は適用しない。）をいう。 

。 

。 



２ 所得割の額を算定する場合には、児童等

及びその児童等の属する世帯の扶養義務者

が指定都市（地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２５２条の１９第１項の指定

都市をいう。以下同じ。）の区域内に住所

を有する者であるときは、これらの者を指

定都市以外の市町村の区域内に住所を有す

る者とみなして、所得割の額を算定するも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ この表のＤ１階層からＤ１４階層までにお

ける「所得税の額」とは、所得税法（昭和

４０年法律第３３号）、租税特別措置法（ 

昭和３２年法律第２６号）及び災害被害者

に対する租税の減免、徴収猶予等に関する

法律（昭和２２年法律第１７５号）の規定

並びに平成２３年７月１５日雇児発０７１

５第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局

長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収

制度等（厚生労働省雇用均等・児童家庭局

所管の制度に限る。）に係る取扱いについ

て」によって計算された所得税の額をいう 

ただし、次に掲げる規定は適用しないもの

とする。 

⑴ 所得税法第７８条第１項（同条第２項

第２号及び第３号に規定する寄附金にお

いては、地方税法第３１４条の７第１項

第２号に規定する寄附金に限る。）、第

９２条第１項及び第９５条第１項から第

３項まで 

⑵ 租税特別措置法第４１条第１項、第２

項、第６項及び第２４項、第４１条の２ 

、第４１条の３の２第１項、第２項、第 

５項及び第６項、第４１条の１９の２第 

１項、第４１条の１９の３第１項及び第 

３項並びに第４１条の１９の４第１項及 

び第３項 

⑶ 租税特別措置法等の一部を改正する法 

。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ ＜省略＞ 

４ 次の各号に掲げる場合の徴収月額におい

ては、当該各号に掲げるとおりとする。 

 ⑴ ＜省略＞ 

⑵ Ｄ１５階層以外の各階層に属する世帯に

属する被措置児の入院期間が１月未満で

ある場合 次の算式により算定した額を

もって徴収月額とする。 

この表の徴収基準月額又は徴収基準加算 

月額×（その月の入院期間の日数／その 

月の実日数） 

⑶ ＜省略＞ 

⑷ 被措置児に民法（明治２９年法律第８

９号）第８７７条に規定する扶養義務者

がない場合 徴収月額は徴収しない。た

だし、当該被措置児に市町村民税が課せ

られている場合は、当該課税の額等によ

り徴収月額を徴収するものとする。 

 

律（平成１０年法律第２３号）附則第１

２条並びに所得税法等の一部を改正する

法律（平成２５年法律第５号）附則第５

９条第１項及び第６０条第１項、所得税

法等の一部を改正する法律（平成２８年

法律第１５号）附則第７６条第１項、附

則第７７条第１項及び第２項、附則第８

０条、附則第８１条及び附則第８２条第

１項 

３ ＜省略＞ 

４ 次の各号に掲げる場合の徴収月額におい

ては、当該各号に掲げるとおりとする。 

 ⑴ ＜省略＞ 

⑵ Ｄ１４階層以外の各階層に属する世帯に

属する被措置児の入院期間が１月未満で

ある場合 次の算式により算定した額を

もって徴収月額とする。 

この表の徴収基準月額又は徴収基準加算 

月額×（その月の入院期間の日数／その 

月の実日数） 

⑶ ＜省略＞ 

⑷ 被措置児に民法（明治２９年法律第８

９号）第８７７条に規定する扶養義務者

がない場合 徴収月額は徴収しない。た

だし、当該被措置児に市町村民税又は所

得税が課せられている場合は、当該課税

の額等により徴収月額を徴収するものと

する。 



５及び６ ＜省略＞ 

７ 平成３０年度の生活保護基準の見直しに

よる影響を受けないよう、Ｂ階層の対象世

帯のうち、特に困窮していると市長が認め

た世帯についても、Ａ階層と同様の取扱い

とする。 

 

 

８ 次の各号のいずれかに該当する者につい

ては、地方税法第２９２条第１項第１１号

に規定する寡婦又は同項第１２号に規定す

る寡夫とみなす。この場合において、その

者の前年の所得（地方税法第２９２条第１

項第１３号に規定する合計所得金額。１月

から６月までの間の利用においては、前々

年とする。以下同じ。）が同法第２９５条

第１項第２号の規定に該当するときは市町

村民税非課税として取り扱い、市町村民税

非課税として取り扱う者以外の者について

は、備考第１項における所得割の額を計算

する場合には、地方税法第３１４条の２第

１項に規定する総所得金額、退職所得金額

又は山林所得金額の合計額から第１号又は

第３号に該当するときは２６万円を、第２

号に該当するときは３０万円を控除するも

のとする。 

⑴ 婚姻によらないで母となった女子であ  

って、現に婚姻をしていないもののう

５及び６ ＜省略＞ 

７ 「児童福祉法による保育所運営費国庫負

担金について」（昭和５１年４月１６日厚

生省発児第５９号の２厚生事務次官通知）

第４ 保育所徴収金（保育料）基準額表備

考３⑶に準じて、Ｂ階層の対象世帯のうち 

、特に困窮していると市長が認めた世帯に

ついては、Ａ階層と同様の取扱いとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ち、扶養親族その他その者と生計を一に

する子（前年の所得が所得税法（昭和４

０年法律第３３号）第８６条第１項の規

定により控除される額（以下「基礎控除

額」という。）以下である子（他の者の

同一生計配偶者又は扶養親族である者を

除く。以下同じ。））を有するもの（次

号に掲げる者を除く。） 

⑵ 前号に掲げる者のうち、扶養親族であ

る子を有し、かつ、前年の所得が５００

万円以下であるもの 

⑶ 婚姻によらないで父となった男子であ

って、現に婚姻をしていないもののうち 

、その者と生計を一にする子（前年の所

得が基礎控除額以下である子）を有し、

前年の所得が５００万円以下であるもの 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。  


